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船舶事故調査報告書 

 

                            令和４年１月１９日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年５月１９日 １２時３０分ごろ 

発生場所 三重県鳥羽市菅
すが

島東北東方沖 

 菅島灯台から真方位０５５°２.４海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°３１.４′ 東経１３６°５６.９′） 

事故の概要 漁船中
なか

忠
ちゅう

丸は、西北西進中、プレジャーボートさくらは、錨泊

中、両船が衝突した。 

さくらは、同乗者１人が負傷し、右舷船尾部外板に破口を生じ、ま

た、中忠丸は、船首部外板に破口を生じた。 

事故調査の経過 令和３年５月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 中忠丸、９.７トン  

ＭＥ２－５３７０（漁船登録番号）、個人所有 

１４.６２ｍ（Lr）×３.４２ｍ×１.４０ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４３５kＷ（動力漁船登録票による）、平成３

年１月 

Ｂ プレジャーボート さくら、４.８トン 

２４０－５６７６１愛知、個人所有 

１１.８７ｍ（Lr）×２.９６ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３０８.９kＷ、平成１５年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ６４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年１２月３日 

    免許証交付日 令和３年５月１２日 

           （令和８年５月２７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ７４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１５年７月３１日 

    免許証交付日 平成２９年９月４日 

           （令和５年７月３０日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷 １人（同乗者Ｂ1） 

 損傷 Ａ 船首部外板に破口 

Ｂ 右舷船尾部外板に破口 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 東南東、風力 １、視程 約１～３km 

海象：波高 約５０cm、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａ及び甲板員１人が乗り組み、僚船１隻と共にしらす
．．．

の引き網漁を行う目的で、令和３年５月１９日０３時３０分ごろ鳥羽

市神
かみ

島南東方沖の漁場に向けて鳥羽市答
とう

志
し

島所在の答志漁港を出港し

た。 

 Ａ船は、０５時００分ごろ神島南東方沖の漁場に到着し、同漁場で

操業を終えた後、１０時００分ごろ答志漁港に向けて帰航を開始し

た。 

Ａ船は、船長Ａが、操舵室中央の操舵輪の前に立って操船に当た

り、ＧＰＳプロッターの船首方位を沖ノ瀬と称する岩礁の南方沖に向

け、甲板員が同室後ろの椅子に腰を掛け、約１２ノットの対地速力で

手動操舵により西北西進した。 

船長Ａは、雨が降っていたので操舵室のドアを閉めて航行を続け、

同室前面及び左右の窓ガラス内面に結露による曇りが生じて見通しが

悪い状況となったことに気付いた。 

船長Ａは、雨で視界が悪い状況であり、３Ｍレンジに表示したレー

ダー画面では雨の反射映像が映っていたので、雨雪反射抑制機能が効

くように調整した。 

船長Ａは、操舵室内の窓ガラスを拭きながら針路及び速力を保持し

た状態で航行を続けていたところ、１２時３０分ごろ、衝撃を感じ、

Ａ船の船首部がＢ船の右舷船尾部に衝突したことを認めた。 

船長Ａは、Ａ船はＢ船に乗り上がった状態で停止していたので、す

ぐにスロットルレバーをニュートラルとして主機を中立運転とした。 

 船長Ａは、Ａ船の左舷船首部のフェンダーに掴
つか

まって海中にいるＢ

船の１人（以下「同乗者Ｂ2」という。）及び左舷船尾部付近の海面に

Ｂ船の別の１人（以下「同乗者Ｂ1」という。）が泳いでいるのを認め

た。この時、船長Ｂは、Ｂ船の右舷中央部の船尾甲板にいたＢ船のも

う１人（以下「同乗者Ｂ3」という。）が操舵室と右舷舷縁との間の通

路で伏せていたので無事であったが、同乗者Ｂ1 及び同乗者Ｂ2 が落水

した状況を確認した。 

船長Ａは、救助しようとしたところ、‘付近にいたしらす
．．．

漁の別の

僚船’（以下「僚船Ｃ」という。）が来援したので、同乗者Ｂ2 の救助

を依頼し、自らは同乗者Ｂ1をＡ船に引き揚げた。 

僚船Ｃの船長は、僚船Ｃに同乗者Ｂ2を救助した。 

 船長Ａは、機関を後進としてＢ船から離れた後、同乗者Ｂ1 を僚船

Ｃに引き渡し、同乗者Ｂ1 が肺に痛みを訴えていたので、同乗者Ｂ1 を
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病院へ搬送することとし、僚船Ｃの船長に救急車の手配及びＢ船の係

船地の愛知県西尾市一色漁港に向かうよう依頼した。 

 僚船Ｃの船長は、僚船Ｃに同乗者Ｂ1 及び同乗者Ｂ2 を乗せて一色漁

港に向かい、本事故の発生を海上保安庁に通報した。 

 僚船Ｃは、一色漁港に帰港し、同乗者Ｂ1を救急車に引き渡した。 

 Ａ船は、船首部の破口が生じていたが、低速であれば自力航行可能

であったので、Ｂ船をロープでえい
．．

航して航行を開始した。 

船長Ａは、沖ノ瀬から十分離れた小築
こ ず く

海
み

島南東方沖までＢ船をえい
．．

航した後、Ａ船の船首部外板に破口があり、Ａ船でＢ船を一色漁港ま

でえい
．．

航するのは困難であると判断し、救助要請して来援した答志漁

港の僚船（以下「僚船Ｄ」という。）に移乗し、僚船ＤでＢ船のえい
．．

航を行いながら一色漁港に帰港した。 

僚船Ｄの船長は、Ａ船に移乗して操船し、答志漁港に帰港した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人３人を乗せ、釣りを行う目

的で、令和３年５月１９日０６時４０分ごろ一色漁港を出港し、途中

答志漁港に寄港した後、０８時３０分ごろ沖ノ瀬南方沖に到着して錨

泊を開始した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが左舷中央部、船長Ｂの船尾側に同乗者Ｂ1、右舷

船尾部に同乗者Ｂ2 及びその船首側に同乗者Ｂ3 がそれぞれ別れて釣り

を始めた。 

 船長Ｂは、船首を北方に向けて錨泊中、１２時２０分ごろ釣りを終

え、同乗者３人と共に釣具の片付けを行っていたところ、約３００～

４００ｍ東南東方からＢ船に向かってくるＡ船を認めた。 

船長Ｂは、その前に１０隻以上の同じような漁船がＢ船の船首方付

近を避けて通過していたので、Ａ船も避けて通過してくれると思い、

片付け作業を続けていたところ、Ａ船が同じ針路で約４０～５０ｍま

で接近しているのを認め、危ないと他の同乗者３人に声を掛け、すぐ

に操縦席に行って機関を始動し、前進をかけたが、間に合わず、Ａ船

とＢ船とが衝突したのを認めた。 

 同乗者Ｂ1 は、Ｂ船が衝突の衝撃で左舷側に船体が傾いたので、Ｂ

船の左舷側から海中に転落し、同乗者Ｂ2 は、衝突の危険を感じて自

ら海に飛び込んだ。 

 船長Ｂは、操縦席から船尾甲板に戻り、状況を確認したところ、同

乗者Ｂ3 が無事であることを確認したものの、Ａ船の左舷船首部のフ

ェンダーに掴まって海面に浮いていた同乗者Ｂ2 を認めたので、救命

浮環を投げて渡した後、同乗者Ｂ2 が僚船Ｃに救助され、同乗者Ｂ1 が

Ａ船に救助されるのを認めた。 

同乗者Ｂ1 は、本事故当日、西尾市所在の病院で診察を受け、右第

８及び第９肋骨骨折と診断され、全治約３か月間の通院加療を要し

た。 
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（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船の損傷状況、写真２ 

Ａ船の操舵室内の状況、写真３ Ｂ船、写真４ Ｂ船の損傷状況 

参照） 

 その他の事項 船長Ａは、結露で窓ガラスに曇りが生じたときは、時々Ａ船に備え

た曇り止めスプレーを窓ガラスに吹き掛けて使用していたが、本事故

当時、既に帰航中であり、ふだんの慣れから使用せずに航行してい

た。 

船長Ａは、本事故当時、降雨によるノイズがレーダー画面に映らな

いようにレーダーの雨雪反射抑制機能（以下「ＦＴＣ機能」とい

う。）を効かせ過ぎ、Ｂ船をレーダー映像で捉えていなかったがその

認識が無く、岩礁に近い海域なので錨泊して釣りをしている船はいな

いと思って頻繁に窓ガラスを拭きとっていなかったので、窓ガラスの

曇りで前路にいたＢ船を見落としたと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

 Ａ船は、菅島東北東方沖を西北西進中、船長Ａが、操舵室窓ガラス

内面に生じた曇りにより船首方の見通しが悪い状況下、岩礁に近い海

域に錨泊して釣りをしている船はいないと思い、レーダー画面に雨が

なるべく映らないようにＦＴＣ機能を効かせ過ぎてＢ船が表示されて

いない状態で、同じ針路で航行を続けたことから、同針路上のＢ船と

衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、菅島東北東方沖で錨泊中、船長Ｂが、釣り道具の片付けを

行っていたところ、東南東方からＢ船に向かってくるＡ船を認めた

際、Ａ船がＢ船を避けてくれると思い、片付け作業をしながら錨泊を

続けていたことから、Ａ船がＢ船の至近に接近しているのを認め、機

関を前進にかけたものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、本事故発生前に１０隻以上の同じような漁船がＢ船の船

首方付近を避けて通過していたことから、Ａ船も同じようにＢ船を避

けてくれると思ったものと考えられる。 

原因  本事故は、菅島東北東方沖において、Ａ船が西北西進中、Ｂ船が錨

泊中、船長Ａが、窓ガラス内面に生じた曇りにより見通しが悪い状況

下、岩礁に近い海域に錨泊して釣りをしている船はいないと思い、Ｆ

ＴＣ機能を効かせ過ぎてレーダー画面に針路上に錨泊していたＢ船が

表示されていない状態で、同じ針路で航行を続け、また、船長Ｂが、

Ａ船がＢ船を避けてくれると思い、片付け作業をしながら錨泊を続け

ていたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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・船長は、雨天など見通しの悪い状況において航行する場合は、岩

礁に近い海域に錨泊船がいないと思わず、レーダーの雨雪反射抑

制機能を適切に調整して、周辺に航行の障害となる他船等が存在

しないかどうか確かめること。 

・船長は、雨の日で操舵室の窓ガラスに曇りが生じる場合、適宜、

曇り止めスプレーを使用し、同室の通風を確保すること、また、

必要に応じて安全な場所で停船し、窓ガラスを拭くなどの措置を

採ること。 

・船長は、錨泊中、接近する他船を認めた場合、航行中の他船が自

船を避けて通過してくれると思うことなく、常時適切な周囲の見

張りを行うとともに、早めに衝突を避けるための措置を採るこ

と。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図１ 事故発生経過概略図 

Ａ船の推定進路 

事故発生場所 

（令和３年５月１９日 

 １２時３０分ごろ発生） 

神島 

三重県 

大築海島 

菅島 

答志島 

愛知県 
西尾市 

一色漁港 

三重県 

鳥羽市 

答志漁港 

沖ノ瀬 

Ａ船の漁場 

愛知県 

衝突状況概略図 

Ｂ船 

Ａ船 

小築海島 

菅島灯台 
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写真１ Ａ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船の操舵室内の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船          写真４ Ｂ船の損傷状況 

   


